
愛知県建設局・都市・交通局・建築局優良工事施工業者表彰要領運用基準

１．この基準は、愛知県建設局・都市・交通局・建築局優良工事施工業者表彰要領

（以下「表彰要領」という。）の適正な運用を図るため必要な事項を定める。

２．表彰要領第３条に定める選考は次の基準によるものとする。

① 業者選考は工事の内容及び工事の評定点等を勘案し、年度ごとに選考会議で

決定する。

② 選考件数は次の区分によるものとする。

・表彰要領第３条の規定による「建設局所管工事及び都市・交通局所管工

事」にあっては、対象工事件数のおおむね２％（２％が１件未満の場合

は１件まで可能）とする。

・表彰要領第３条の規定による「建築局が所管する工事」にあっては、対

象工事件数のおおむね５％とする。

・ただし、建設局水資源課及び都市・交通局交通対策課が所管する工事に

あっては、工事内容を確認し、各課において適切な区分とする。

③ 当該工事の評定点は、８０点以上とする。

④ 同一請負者の重複表彰は、行なわないものとする

３．表彰要領第３条（２）については、単なる経営内容のみでなく、社会的評価も

考慮して、表彰対象年度以降に次の各号の一に該当する事項がある場合は、表

彰を行なわないものとする。

① 表彰の対象となる請負者（表彰の対象となる請負者が構成員となっている共

同企業体及びＥＣＩ方式による契約を含む。以下同じ。）が、対象年度以降、

表彰式までの間に、愛知県から指名停止以上の措置又は愛知県建設局・都市・

交通局・建築局建設工事事故調査委員会で文書注意以上の措置を受けた場合。

② 新聞報道等により社会的に影響を及ぼす不祥事の事実が明らかになる等、表

彰するにふさわしくない行為があった場合。

４．表彰要領第３条の推薦件数は、推薦時に前２項の条件を満足するもののうちか

ら、原則として次の区分のとおりとし、様式―１及び様式―２により提出する

ものとする。

① 表彰要領第３条の規定による「建設局所管工事及び都市・交通局所管工事」

にあっては、対象工事件数の２％（四捨五入）。ただし、２％が１件未満の場

合は１件。



「建築局が所管する工事」にあっては、対象工事件数の５％（四捨五入）。

ただし、建設局水資源課及び都市・交通局交通対策課が所管する工事にあっ

ては、工事内容を確認し、各課において適切な区分とする。

② 上記に加え、担当課長又は地方機関の長として、追加して表彰対象としたい

工事がある場合は、１件を推薦することができる。

５．表彰式は、第三・四半期開催を目途とし、本庁内で行なうものとする。

附則

この内規は平成１４年７月２４日から適用する。

附則

この内規は平成１６年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成１７年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成１８年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成２２年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成２３年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成２４年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成３０年４月１日から適用する。

附則

この内規は平成３１年４月１日から適用する。

附則

この内規は令和２年４月１０日から適用する。

附則

この内規は令和３年４月１日から適用する。

附則

この内規は令和４年８月１日から適用する。



（様式―１）

番 号

令和 年 月 日

建 設 局 長 殿

課 長

建設事務所長

令和 年度 優良工事施工業者の推薦について（送付）

このことについて、愛知県建設局、都市･交通局、建築局優良工事施工業者表彰

要領第３条に基づく表彰候補者は、下記のとおりです。

記

１ 表彰候補者一覧表

推薦順位 名 称 及 び 代 表 者 名

＊ 名称及び代表者名には、ふりがなを付すこと。



（様式―２）

優 良 工 事 調 書

１ 工 事 名

２ 路線等の名称

３ 工 事 場 所

４ 請 負 代 金 額 金 円

５ 工 期 着 手 令和 年 月 日

完 了 令和 年 月 日

６ 請 負 者 住 所

名 称 及 び

代表者氏名

７ 工事評定点合計 点

８ 工 事 概 要

（１） 工 種

（２） 工事内容

９ 推 薦 理 由

キーワードを入れ簡潔に２００字以内で記入してください


